
 

〇 神奈川県県税条例施行規則（昭和45年神奈川県規則第43号）新旧対照表 

新 旧 

（権限の委任） 

第１条 徴収金（県税並びにその延滞金、過少申告加

算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をい

う。次項、第３条第２項第４号、第７条第７項、第

10条及び第34条を除き、以下同じ。）の賦課徴収、

徴収金の徴収のためにする登記又は登録及び県税に

係る過料処分に関する事務は、次に掲げる事項を除

き、県税事務所又は神奈川県自動車税管理事務所（以

下「県税事務所等」という。）の長（以下「所長」

という。）に委任する。ただし、神奈川県県税条例

（昭和45年神奈川県条例第26号。以下「条例」とい

う。）第４条第１項の表の事務の欄に掲げる事務は

同表の当該県税事務所等の欄に掲げる県税事務所等

の長に、条例第８条第１項に規定する証明書の交付

に関する事務（同表の事務の欄に掲げる事務を除

く。）は当該証明書の交付の請求を受けた県税事務

所の長に、第２条第15号     に規定する自動

車税           の減免に関する事務

（同欄に掲げる事務を除く。）は当該減免に係る申

請書を経由した県税事務所の長に委任する。 

 ⑴～⑶ （略） 

２～４ （略） 

（権限の委任） 

第１条 徴収金（県税並びにその延滞金、過少申告加

算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をい

う。次項、第３条第２項第４号、第７条第８項、第

10条及び第34条を除き、以下同じ。）の賦課徴収、

徴収金の徴収のためにする登記又は登録及び県税に

係る過料処分に関する事務は、次に掲げる事項を除

き、県税事務所又は神奈川県自動車税管理事務所（以

下「県税事務所等」という。）の長（以下「所長」

という。）に委任する。ただし、神奈川県県税条例

（昭和45年神奈川県条例第26号。以下「条例」とい

う。）第４条第１項の表の事務の欄に掲げる事務は

同表の当該県税事務所等の欄に掲げる県税事務所等

の長に、条例第８条第１項に規定する証明書の交付

に関する事務（同表の事務の欄に掲げる事務を除

く。）は当該証明書の交付の請求を受けた県税事務

所の長に、第２条第15号又は第24号に規定する自動

車税の環境性能割又は種別割の減免に関する事務

（同欄に掲げる事務を除く。）は当該減免に係る申

請書を経由した県税事務所の長に委任する。 

 ⑴～⑶ （略） 

２～４ （略） 

第１条の２～第１条の５ （略） 第１条の２～第１条の５ （略） 

第１条の６ 条例第４条第１項の表９の項に規定する

規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 

第１条の６ 条例第４条第１項の表９の項に規定する

規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

⑸ 条例第８条第１項に規定する証明書（     

         神奈川県自動車税管理事務所

の長（以下「自動車税管理事務所長」という。）

に対して交付の請求があるものを除く。）の交付

に関する事務 

⑸ 条例第８条第１項に規定する証明書（自動車税

の種別割について、神奈川県自動車税管理事務所

の長（以下「自動車税管理事務所長」という。）

に対して交付の請求があるものを除く。）の交付

に関する事務 

⑹ 第２条第15号     の規定による減免（県

税事務所の長を経由して申請書が提出されるもの

に限る。）に関する事務（同号 の規定に該当す

るか否かの審査に係る事務に限る。） 

⑹ 第２条第15号又は第24号の規定による減免（県

税事務所の長を経由して申請書が提出されるもの

に限る。）に関する事務（これらの規定に該当す

るか否かの審査に係る事務に限る。） 

（県税の減免） （県税の減免） 

第２条 所長は、次に掲げる県税を減免する。 第２条 所長は、次に掲げる県税を減免する。 

⑴～⒁の２ （略） ⑴～⒁の２ （略） 

（削除） ⒂ 政令第７条第１号から第４号までに掲げる者

（以下「身体障害者等」という。）のうち別表第

１に規定する障害の級別及び程度に該当する障害

を有するもの（以下「障害者」という。）のため

に専ら供する自動車で、次のア又はイのいずれか

に該当するものに対する自動車税の環境性能割

（他の自動車又は軽自動車に対する自動車税又は

軽自動車税について当該障害者に係る減免がなさ

れていない場合に限る。） 

 ア 障害者が取得した自動車又は障害者と生計を

一にする者が当該障害者のために取得した自動
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車で、障害者が専ら運転するもの又は障害者と

生計を一にする者が当該障害者のために専ら運

転するもの 

 イ 身体障害者等のみで構成される世帯の障害者

が取得した自動車で、当該障害者を常時介護す

る者が当該障害者のために専ら運転するもの 

 （削除） ⒃ 社会福祉法人又は公益社団法人（社会福祉事業

を行うことを目的とする法人に限る。以下この条

において同じ。）若しくは公益財団法人（社会福

祉事業を行うことを目的とする法人に限る。以下

この条において同じ。）が取得した自動車で、児

童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に

規定する児童福祉施設、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成17年

法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）

第５条第１項若しくは第６項の主務省令で定める

施設若しくは同条第11項に規定する障害者支援施

設（以下「障害福祉施設」という。）に入所して

いる児童福祉法第４条第２項に規定する障害児

（以下「障害児」という。）若しくは身体障害者

等又は介護保険法（平成９年法律第123号）に規定

する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院（以

下「介護老人施設」という。）に入所している同

法第７条第３項に規定する要介護者（以下「要介

護者」という。）の通院の用に専ら供するものに

対する自動車税の環境性能割 

 （削除） ⒄ 社会福祉法人又は公益社団法人若しくは公益財

団法人が取得した自動車で、障害福祉施設、身体

障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第５条第１

項に規定する身体障害者社会参加支援施設、障害

者総合支援法第５条第28項に規定する地域活動支

援センター又は介護老人施設への障害児、身体障

害者等又は要介護者の通所又は入所の用に専ら供

するものに対する自動車税の環境性能割 

 （削除）  ⒅ 社会福祉法人、公益社団法人若しくは公益財団

法人又は特定非営利活動促進法（平成10年法律第

７号）第２条第２項に規定する法人（社会福祉事

業を行うことを目的とする法人に限る。以下この

条において同じ。）のうち、介護保険法第41条第

１項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第

42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービ

ス事業者、同法第53条第１項に規定する指定介護

予防サービス事業者、同法第54条の２第１項に規

定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若

しくは同法第115条の45の３第１項に規定する指

定事業者の指定を受け、児童福祉法第21条の５の

３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者の

指定を受け、障害者総合支援法第29条第１項に規

定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受
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け、又は老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５

条の２第３項に規定する老人デイサービス事業若

しくは同条第４項に規定する老人短期入所事業を

行つているものが取得した自動車で、次のア又は

イのいずれかに該当するものに対する自動車税の

環境性能割 

  ア 介護保険法第８条第７項に規定する通所介

護、同条第８項に規定する通所リハビリテーシ

ョン（入浴及び食事の提供を伴うものに限る。

以下この条において同じ。）、同条第９項に規

定する短期入所生活介護、同条第10項に規定す

る短期入所療養介護、同条第17項に規定する地

域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知

症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規

模多機能型居宅介護、同法第８条の２第６項に

規定する介護予防通所リハビリテーション（入

浴及び食事の提供を伴うものに限る。以下この

条において同じ。）、同条第７項に規定する介

護予防短期入所生活介護、同条第８項に規定す

る介護予防短期入所療養介護、同条第13項に規

定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第

14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介

護又は同法第115条の45第１項第１号ロに規定

する第一号通所事業（地域における医療及び介

護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律（平成26年法律第83号）第

５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改

正規定に限る。）による改正前の介護保険法第

８条の２第７項に規定する介護予防通所介護に

相当するものとして市町村が定めるものに限

る。第28号において同じ。）に係る施設への要

介護者又は同法第７条第４項に規定する要支援

者（以下「要支援者」という。）の通所又は入

所の用に専ら供するもの 

  イ 児童福祉法第６条の２の２第１項に規定する

障害児通所支援、障害者総合支援法第５条第６

項に規定する療養介護、同条第７項に規定する

生活介護、同条第８項に規定する短期入所、同

条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規

定する就労選択支援、同条第14項に規定する就

労移行支援若しくは同条第15項に規定する就労

継続支援又は老人福祉法第５条の２第３項に規

定する老人デイサービス事業若しくは同条第４

項に規定する老人短期入所事業に係る施設への

障害児又は身体障害者等の通所又は入所の用に

専ら供するもの 

 （削除） ⒆ 社会福祉法人、公益社団法人若しくは公益財団

法人又は特定非営利活動促進法第２条第２項に規

定する法人のうち、介護保険法第41条第１項に規

定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の２
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第１項に規定する指定地域密着型サービス事業

者、同法第53条第１項に規定する指定介護予防サ

ービス事業者、同法第54条の２第１項に規定する

指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは

同法第115条の45第１項第１号イに規定する第一

号訪問事業（地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲

げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険

法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護

に相当するものとして市町村が定めるものに限

る。第29号において同じ。）に係る同法第115条の

45の３第１項に規定する指定事業者の指定を受

け、障害者総合支援法第５条第27項に規定する移

動支援事業の実施について県内の市町村から委託

を受け、若しくは当該事業に類する事業（当該事

業に係るサービスの提供を受けるために要する費

用について県内の市町村の補助を受けている者を

対象とする事業に限る。第29号において同じ。）

を行い、障害者総合支援法第29条第１項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、又

は老人福祉法第５条の２第２項に規定する老人居

宅介護等事業を行つているものが取得した自動車

で、居宅介護等事業の用に専ら供するものに対す

る自動車税の環境性能割 

 （削除） ⒇ 障害者総合支援法第５条第28項に規定する地域

活動支援センター又は就労することが困難な在宅

障害者に対し、地方公共団体の補助を受けて作業

訓練等を行う施設（以下「地域活動支援センター

等」という。）を運営する者が取得した自動車で、

当該地域活動支援センター等への身体障害者等の

通所の用に専ら供するもの（第17号の規定に該当

する自動車を除く。）に対する自動車税の環境性

能割 

 （削除） (21) 次のアからウまでのいずれかに該当する自動車

（第15号の規定に該当する自動車を除く。）に対

する自動車税の環境性能割 

 ア 構造上身体障害者等の利用に専ら供すると認

められる自動車 

 イ 構造上身体障害者等の利用に供すると認めら

れる自動車で、身体障害者等以外の者の利用に

も併せて供するもの 

   ウ 専ら身体障害者又は戦傷病者（政令第７条第

４号に掲げる者をいう。以下同じ。）が運転す

るために構造変更が行われた営業用の自動車 

（削除） (22) 医療法（昭和23年法律第205号）第31条に規定す

る公的医療機関の開設者（日本赤十字社を除く。

第32号において同じ。）が取得した救急自動車に

対する自動車税の環境性能割 

（削除） (23) 消防組織法（昭和22年法律第226号）第18条第１
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項の消防団の消防活動の用に供する消防専用自動

車に対する自動車税の環境性能割 

（削除） (23)の２ 公益財団法人日本盲導犬協会が取得した自

動車で、視覚障害者の路上歩行訓練を行うことを

目的として視覚障害者及び盲導犬の輸送の用に専

ら供する自動車に対する自動車税の環境性能割 

⒂ 政令第７条第１号から第４号までに掲げる者

（以下「身体障害者等」という。）のうち別表第

１に規定する障害の級別及び程度に該当する障害

を有するもの（以下「障害者」という。）のため

に専ら供する自動車で、次のア又はイのいずれか

に該当するものに対する自動車税    （他の

自動車又は軽自動車に対する自動車税又は軽自動

車税について当該障害者に係る減免がなされてい

ない場合に限る。次号において同じ。） 

(24) 障害者のために専ら供する          

                       

                       

                       

      自動車で、次のア又はイのいずれか 

に該当するものに対する自動車税の種別割（他の 

自動車又は軽自動車に対する自動車税又は軽自動 

車税について当該障害者に係る減免がなされてい 

ない場合に限る。次号において同じ。） 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

⒃ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１

項に規定する児童福祉施設、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」とい

う。）第５条第１項若しくは第６項の主務省令で

定める施設若しくは同条第11項に規定する障害者

支援施設（以下「障害福祉施設」という。）に入

所している障害者を養護する者又は当該者と生計

を一にする者が所有する自動車で、当該施設が作

成する個別支援計画に基づく当該障害者の一時帰

宅（年間24日以上のものに限る。）の用に供する

もの（第22号の規定に該当する自動車を除く。）

に対する自動車税     

(25) 障害福祉施設                

                       

                       

                       

                       

                       

                    に入

所している障害者を養護する者又は当該者と生計

を一にする者が所有する自動車で、当該施設が作

成する個別支援計画に基づく当該障害者の一時帰 

宅（年間24日以上のものに限る。）の用に供する

もの（第31号の規定に該当する自動車を除く。）

に対する自動車税の種別割 

⒄ 社会福祉法人又は公益社団法人（社会福祉事業

を行うことを目的とする法人に限る。以下この条

において同じ。）若しくは公益財団法人（社会福

祉事業を行うことを目的とする法人に限る。以下

この条において同じ。）が所有する自動車で、障

害福祉施設に入所している児童福祉法第４条第２

項に規定する障害児（以下「障害児」という。）、

身体障害者等又は介護保険法（平成９年法律第123

号）に規定する地域密着型介護老人福祉施設、介

護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護

医療院（次号において「介護老人施設」という。）

に入所している同法第７条第３項に規定する要介

護者（以下「要介護者」という。）の通院の用に

専ら供するものに対する自動車税     

(26) 社会福祉法人又は公益社団法人        

                       

        若しくは公益財団法人     

                       

           が所有する自動車で、障 

害福祉施設に入所している障害児        

                      、 

身体障害者等又は介護老人施設に入所している要

介護者                    

                       

                       

                       

                の通院の用に 

専ら供するものに対する自動車税の種別割 

⒅ 社会福祉法人又は公益社団法人若しくは公益財

団法人が所有する自動車で、障害福祉施設、身体

障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第５条第１

項に規定する身体障害者社会参加支援施設、障害

者総合支援法第５条第28項に規定する地域活動支

援センター又は介護老人施設への障害児、身体障

害者等又は要介護者の通所又は入所の用に専ら供

(27) 社会福祉法人又は公益社団法人若しくは公益財

団法人が所有する自動車で、障害福祉施設、身体

障害者福祉法           第５条第１

項に規定する身体障害者社会参加支援施設、障害

者総合支援法第５条第28項に規定する地域活動支

援センター又は介護老人施設への障害児、身体障

害者等又は要介護者の通所又は入所の用に専ら供
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するものに対する自動車税     するものに対する自動車税の種別割 

⒆ 社会福祉法人、公益社団法人若しくは公益財団

法人又は特定非営利活動促進法（平成10年法律第

７号）第２条第２項に規定する法人（社会福祉事

業を行うことを目的とする法人に限る。次号にお

いて同じ。）のうち、介護保険法第41条第１項に

規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の

２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業

者、同法第53条第１項に規定する指定介護予防サ

ービス事業者、同法第54条の２第１項に規定する

指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは

同法第115条の45の３第１項に規定する指定事業

者の指定を受け、児童福祉法第21条の５の３第１

項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を

受け、障害者総合支援法第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、又は

老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の２第

３項に規定する老人デイサービス事業若しくは同

条第４項に規定する老人短期入所事業を行つてい

るものが所有する自動車で、次のア又はイのいず

れかに該当するものに対する自動車税     

(28) 社会福祉法人、公益社団法人若しくは公益財団

法人又は特定非営利活動促進法          

   第２条第２項に規定する法人        

                        

      のうち、介護保険法第41条第１項に

規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の

２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業

者、同法第53条第１項に規定する指定介護予防サ

ービス事業者、同法第54条の２第１項に規定する

指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは

同法第115条の45の３第１項に規定する指定事業

者の指定を受け、児童福祉法第21条の５の３第１

項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を

受け、障害者総合支援法第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、又は

老人福祉法           第５条の２第

３項に規定する老人デイサービス事業若しくは同

条第４項に規定する老人短期入所事業を行つてい

るものが所有する自動車で、次のア又はイのいず

れかに該当するものに対する自動車税の種別割 

ア 介護保険法第８条第７項に規定する通所介

護、同条第８項に規定する通所リハビリテーシ

ョン（入浴及び食事の提供を伴うものに限る。）、

同条第９項に規定する短期入所生活介護、同条

第10項に規定する短期入所療養介護、同条第17

項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項

に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項

に規定する小規模多機能型居宅介護、同法第８

条の２第６項に規定する介護予防通所リハビリ

テーション（入浴及び食事の提供を伴うものに

限る。）、同条第７項に規定する介護予防短期

入所生活介護、同条第８項に規定する介護予防

短期入所療養介護、同条第13項に規定する介護

予防認知症対応型通所介護、同条第14項に規定

する介護予防小規模多機能型居宅介護又は同法

第115条の45第１項第１号ロに規定する第一号

通所事業（地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（平成26年法律第83号）第５条の規定

（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限

る。）による改正前の介護保険法第８条の２第

７項に規定する介護予防通所介護に相当するも

のとして市町村が定めるものに限る。）に係る

施設への要介護者又は介護保険法第７条第４項

に規定する要支援者の通所又は入所の用に専ら

供するもの 

ア 介護保険法第８条第７項に規定する通所介

護、同条第８項に規定する通所リハビリテーシ

ョン                   、

同条第９項に規定する短期入所生活介護、同条

第10項に規定する短期入所療養介護、同条第17

項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項

に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項

に規定する小規模多機能型居宅介護、同法第８

条の２第６項に規定する介護予防通所リハビリ

テーション                 

    、同条第７項に規定する介護予防短期 

入所生活介護、同条第８項に規定する介護予防 

短期入所療養介護、同条第13項に規定する介護 

予防認知症対応型通所介護、同条第14項に規定 

する介護予防小規模多機能型居宅介護又は同法 

第115条の45第１項第１号ロに規定する第一号 

通所事業                  

                      

                      

                      

                      

                      

                  に係る

施設への要介護者又は            

     要支援者の通所又は入所の用に専ら

供するもの 

イ （略） イ （略） 

⒇ 社会福祉法人、公益社団法人若しくは公益財団

法人又は特定非営利活動促進法第２条第２項に規

(29) 社会福祉法人、公益社団法人若しくは公益財団

法人又は特定非営利活動促進法第２条第２項に規
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定する法人のうち、介護保険法第41条第１項に規

定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の２

第１項に規定する指定地域密着型サービス事業

者、同法第53条第１項に規定する指定介護予防サ

ービス事業者、同法第54条の２第１項に規定する

指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは

同法第115条の45第１項第１号イに規定する第一

号訪問事業（地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲

げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険

法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護

に相当するものとして市町村が定めるものに限

る。）に係る介護保険法第115条の45の３第１項に

規定する指定事業者の指定を受け、障害者総合支

援法第５条第27項に規定する移動支援事業の実施

について県内の市町村から委託を受け、若しくは

当該事業に類する事業（当該事業に係るサービス

の提供を受けるために要する費用について県内の

市町村の補助を受けている者を対象とする事業に

限る。）を行い、障害者総合支援法第29条第１項

に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を

受け、又は老人福祉法第５条の２第２項に規定す

る老人居宅介護等事業を行つているものが所有す

る自動車で、居宅介護等事業の用に専ら供するも

のに対する自動車税     

定する法人のうち、介護保険法第41条第１項に規

定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の２

第１項に規定する指定地域密着型サービス事業

者、同法第53条第１項に規定する指定介護予防サ

ービス事業者、同法第54条の２第１項に規定する

指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは

同法第115条の45第１項第１号イに規定する第一

号訪問事業                  

                       

                       

                       

                       

                       

   に係る同法   第115条の45の３第１項に 

規定する指定事業者の指定を受け、障害者総合支 

援法第５条第27項に規定する移動支援事業の実施 

について県内の市町村から委託を受け、若しくは 

当該事業に類する事業             

                       

                       

    を行い、障害者総合支援法第29条第１項 

に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を 

受け、又は老人福祉法第５条の２第２項に規定す 

る老人居宅介護等事業を行つているものが所有す 

る自動車で、居宅介護等事業の用に専ら供するも 

のに対する自動車税の種別割 

(21) 障害者総合支援法第５条第28項に規定する地域

活動支援センター又は就労することが困難な在宅

障害者に対し、地方公共団体の補助を受けて作業

訓練等を行う施設（以下この号において「地域活

動支援センター等」という。）を運営する者が所

有する自動車で、当該地域活動支援センター等へ

の身体障害者等の通所の用に専ら供するもの（第

18号の規定に該当するものを除く。）に対する自

動車税     

(30) 地域活動支援センター等を          

                       

                       

                       

               運営する者が所 

有する自動車で、当該地域活動支援センター等へ 

の身体障害者等の通所の用に専ら供するもの（第 

27号の規定に該当するものを除く。）に対する自 

動車税の種別割 

(22) 構造上身体障害者等の利用に専ら供すると認め

られる自動車（第15号の規定に該当する自動車を

除く。）に対する自動車税     

(31) 構造上身体障害者等の利用に専ら供すると認め

られる自動車（第24号の規定に該当する自動車を

除く。）に対する自動車税の種別割 

(23) 医療法（昭和23年法律第205号）第31条に規定す

る公的医療機関の開設者（日本赤十字社を除く。） 

が所有する救急自動車に対する自動車税     

(32) 医療法           第31条に規定す

る公的医療機関の開設者            

が所有する救急自動車に対する自動車税の種別割 

(24) 天災により原動機等に損害を受け、運行不能に

なつた自動車に対する自動車税     

(33) 天災により原動機等に損害を受け、運行不能に

なつた自動車に対する自動車税の種別割 

(25) 交通安全協会その他これに類するもの（法人で

あるもの及び法人でない社団又は財団で代表者又

は管理人の定めのあるものに限る。）が、交通安

全に関する広報宣伝又は防犯活動の用に専ら供す

る自動車に対する自動車税     

(34) 交通安全協会その他これに類するもの（法人で

あるもの及び法人でない社団又は財団で代表者又

は管理人の定めのあるものに限る。）が、交通安

全に関する広報宣伝又は防犯活動の用に専ら供す

る自動車に対する自動車税の種別割 

(26)  道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条第１

項の規定により神奈川県公安委員会が指定した指

(35) 道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条第１

項の規定により神奈川県公安委員会が指定した指
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定自動車教習所又は届出自動車教習所が行う教習

の課程の指定に関する規則（平成６年国家公安委

員会規則第１号）第３条の規定により神奈川県公

安委員会が指定した特定届出自動車教習所が所有

する自動車で、教習の用に専ら供するものに対す

る自動車税     

定自動車教習所又は届出自動車教習所が行う教習

の課程の指定に関する規則（平成６年国家公安委

員会規則第１号）第３条の規定により神奈川県公

安委員会が指定した特定届出自動車教習所が所有

する自動車で、教習の用に専ら供するものに対す

る自動車税の種別割 

(27) 商工会議所又は商工会が所有する自動車で、中

小企業の指導及び相談の業務の用に専ら供するも

のに対する自動車税     

(36) 商工会議所又は商工会が所有する自動車で、中

小企業の指導及び相談の業務の用に専ら供するも

のに対する自動車税の種別割 

(28) 学校教育法第１条に規定する学校、児童福祉法

第７条第１項に規定する保育所又は就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律第２条第７項に規定する幼保連携型認

定こども園が、学生、生徒又は児童の通学又は通

園の用に専ら供する自動車に対する自動車税   

   

(37) 学校教育法第１条に規定する学校、児童福祉法

第７条第１項に規定する保育所又は就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律第２条第７項に規定する幼保連携型認

定こども園が、学生、生徒又は児童の通学又は通

園の用に専ら供する自動車に対する自動車税の種

別割 

(29) 中古自動車販売業者（所有する全ての自動車に

ついて自動車税    の滞納がなく、かつ、減

免を受けようとする年度分の自動車税    を

納期限までに納付していることその他知事が別に

定める要件を満たす者に限る。）が４月１日現在

において所有する自動車で、商品として展示して

いるものに対する自動車税     

(38) 中古自動車販売業者（所有する全ての自動車に

ついて自動車税の種別割の滞納がなく、かつ、減

免を受けようとする年度分の自動車税の種別割を

納期限までに納付していることその他知事が別に

定める要件を満たす者に限る。）が４月１日現在

において所有する自動車で、商品として展示して

いるものに対する自動車税の種別割 

(30) 公益財団法人日本盲導犬協会が所有する自動車

で、視覚障害者の路上歩行訓練を行うことを目的

として視覚障害者及び盲導犬の輸送の用に専ら供

するものに対する自動車税     

(39) 公益財団法人日本盲導犬協会が所有する自動車

で、視覚障害者の路上歩行訓練を行うことを目的

として視覚障害者及び盲導犬の輸送の用に専ら供

するものに対する自動車税の種別割 

(31) 燃料電池自動車の取得の促進を図る目的で県が

交付する補助金の交付の決定を受けた事業に係る

自動車（当該補助金の交付の申請をした者が所有

するものに限る。）に対する自動車税    （道

路運送車両法（昭和26年法律第185号）第７条第１

項の規定による新規登録の日が属する年度（３月

１日から同月31日までの間に同項の規定による新

規登録を受けた自動車にあつては、その翌年度）

以後５年度間に課すべき自動車税    に限

る。） 

(40) 燃料電池自動車の取得の促進を図る目的で県が

交付する補助金の交付の決定を受けた事業に係る

自動車（当該補助金の交付の申請をした者が所有

するものに限る。）に対する自動車税の種別割（道

路運送車両法（昭和26年法律第185号）第７条第１

項の規定による新規登録の日が属する年度（３月

１日から同月31日までの間に同項の規定による新

規登録を受けた自動車にあつては、その翌年度）

以後５年度間に課すべき自動車税の種別割に限

る。） 

第２条の２～第６条 （略） 第２条の２～第６条 （略） 

（徴収金の納付又は納入） （徴収金の納付又は納入） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前３項の規定によるほか、個人事業税及び自動車

税    は、地方自治法施行令（昭和22年政令第

16号）第155条の規定による口座振替の方法により納

付することができる。 

４ 前３項の規定によるほか、個人事業税及び自動車

税の種別割は、地方自治法施行令（昭和22年政令第

16号）第155条の規定による口座振替の方法により納

付することができる。 

５ 前各項の規定によるほか、県民税の利子割、配当

割及び株式等譲渡所得割、法人の県民税及び事業税、

県たばこ税、ゴルフ場利用税並びに軽油引取税（納

税者又は特別徴収義務者が電子情報処理組織（県の

機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。 

５ 前各項の規定によるほか、県民税の利子割、配当

割及び株式等譲渡所得割、法人の県民税及び事業税、

県たばこ税、ゴルフ場利用税並びに軽油引取税（納

税者又は特別徴収義務者が電子情報処理組織（県の

機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。
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 以下この項において同じ。）と申請等（申請、届出

その他の法令又は条例等の規定に基づき県の機関等

に対して行われる通知をいう。）又は納付若しくは

納入を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。     

     ）を使用して納付又は納入を行うための

手続を行つた場合に限る。）に係る徴収金並びに個

人事業税、不動産取得税及び自動車税    に係

る徴収金は、知事又は地方税共同機構から得た個々

の納付又は納入を識別するために知事又は地方税共

同機構が割り当てる符号を用いて納付し、又は納入

することができる。 

以下この項において同じ。）と申請等（申請、届出

その他の法令又は条例等の規定に基づき県の機関等

に対して行われる通知をいう。）又は納付若しくは

納入を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項にお

いて同じ。）を使用して納付又は納入を行うための

手続を行つた場合に限る。）に係る徴収金並びに個

人事業税、不動産取得税及び自動車税の種別割に係

る徴収金は、知事又は地方税共同機構から得た個々

の納付又は納入を識別するために知事又は地方税共

同機構が割り当てる符号を用いて納付し、又は納入

することができる。 

（削除） ６ 第１項から第３項までの規定にかかわらず、自動

車税の環境性能割は、納税者が電子情報処理組織を

使用して法第160条第１項の規定による申告書の提

出を行う場合（当該電子情報処理組織を使用して道

路運送車両法第７条若しくは第13条の規定による登

録の申請を行い、又は同法第67条第１項の規定によ

る自動車検査証の変更記録を受ける場合に限る。）

には、地方税共同機構から得た納付情報により納付

するものとする。 

６ 前各項       の規定によるほか、前項の

規定により符号を用いて納付し、又は納入すること

ができる徴収金は、法第747条の８第１項の規定によ

り地方税共同機構が指定した者（以下この項におい

て「機構指定納付受託者」という。）が納税義務者

又は特別徴収義務者から納付又は納入の委託を受け

たときは、当該機構指定納付受託者に納付し、又は

納入させることができる。 

７ 第１項から第５項までの規定によるほか、同項の

規定により符号を用いて納付し、又は納入すること

ができる徴収金は、法第747条の８第１項の規定によ

り地方税共同機構が指定した者（以下この項におい

て「機構指定納付受託者」という。）が納税義務者

又は特別徴収義務者から納付又は納入の委託を受け

たときは、当該機構指定納付受託者に納付し、又は

納入させることができる。 

７ （略） ８ （略） 

第７条の２～第11条 （略） 第７条の２～第11条 （略） 

（納税証明書交付手数料の計算方法） （納税証明書交付手数料の計算方法） 

第12条 条例第８条第２項に規定する手数料は、交付

する枚数１枚ごとに次に定めるところによりその件

数を算定して計算する。 

第12条 条例第８条第２項に規定する手数料は、交付

する枚数１枚ごとに次に定めるところによりその件

数を算定して計算する。 

⑴ 政令第６条の21第１項第１号及び第２号に規定

する事項の証明は、税目、会計年度（法人の県民

税及び事業税にあつては各事業年度とし、個人の

事業税にあつてはその所得の生じた年とする。以

下この号において同じ。）又は課税客体（不動産

取得税、自動車税及び             

鉱区税に限る。以下この号において同じ。）が異

なるごとに１件（特別法人事業税に関する事項の 

証明にあつては、               

                     特 

別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法 

律（平成31年法律第４号）第８条の規定により特 

別法人事業税と併せて賦課徴収される法人の事業 

税に関する事項と合わせて１件とする。以下この 

号において同じ。）とし、税目、会計年度及び課 

⑴ 政令第６条の21第１項第１号及び第２号に規定

する事項の証明は、税目、会計年度（法人の県民

税及び事業税にあつては各事業年度とし、個人の

事業税にあつてはその所得の生じた年とする。以

下この号において同じ。）又は課税客体（不動産

取得税、自動車税の環境性能割及び種別割並びに

鉱区税に限る。以下この号において同じ。）が異

なるごとに１件（自動車税に関する事項の証明に

あつては環境性能割又は種別割ごとに１件とし、

特別法人事業税に関する事項の証明にあつては特

別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法

律（平成31年法律第４号）第８条の規定により特

別法人事業税と併せて賦課徴収される法人の事業

税に関する事項と合わせて１件とする。以下この

号において同じ。）とし、税目、会計年度及び課
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税客体が同一のものについては、同項第１号及び 

第２号の証明を合わせて１件とする。 

税客体が同一のものについては、同項第１号及び

第２号の証明を合わせて１件とする。 

⑵～⑷ （略） ⑵～⑷ （略） 

（県税の減免に係る申請書の提出期限） （県税の減免に係る申請書の提出期限） 

第13条 県税の減免を受けようとする者は、当該県税

の課税年度、期別、課税標準、課税客体等を記載し

た申請書にその理由を証明する書類を添えて、当該

県税に係る納期限（第２条第14号に規定する贈与に

よる不動産の取得に対する不動産取得税に係る減免

にあつては当該贈与の取消しによる不動産の取得に

対する不動産取得税に係る納期限、同条第24号に規

定する自動車に対する自動車税    に係る減免

にあつては当該自動車の運行が可能となつた日から

20日を経過する日、法第158条第３項        

        の規定により証紙徴収の方法によ 

つて徴収することとされている自動車税    及 

び条例第59条第２項の規定により地方税共同機構か 

ら得た納付情報により納付する方法によつて徴収す 

ることとされている自動車税    に係る減免に 

あつては            これらの自動車 

税    に係る納期限から１月を経過する日）ま 

でに知事又は所長に申請しなければならない。 

第13条 県税の減免を受けようとする者は、当該県税

の課税年度、期別、課税標準、課税客体等を記載し

た申請書にその理由を証明する書類を添えて、当該

県税に係る納期限（第２条第14号に規定する贈与に

よる不動産の取得に対する不動産取得税に係る減免

にあつては当該贈与の取消しによる不動産の取得に

対する不動産取得税に係る納期限、同条第33号に規

定する自動車に対する自動車税の種別割に係る減免

にあつては当該自動車の運行が可能となつた日から

20日を経過する日、自動車税の環境性能割並びに法

第177条の11第３項の規定により証紙徴収の方法によ

つて徴収することとされている自動車税の種別割及

び条例第59条第２項の規定により地方税共同機構か

ら得た納付情報により納付する方法によつて徴収す

ることとされている自動車税の種別割に係る減免に

あつては自動車税の環境性能割及びこれらの自動車

税の種別割に係る納期限から１月を経過する日）ま

でに知事又は所長に申請しなければならない。 

（県税の減免に係る届出等の義務） （県税の減免に係る届出等の義務） 

第13条の２ 第２条の規定による県民税の均等割、個 

人事業税又は自動車税    の減免を受けた者 

は、減免の要件に該当しなくなつた場合その他減免 

に係る申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速 

やかに、その旨を所長に届け出なければならない。 

第13条の２ 第２条の規定による県民税の均等割、個

人事業税又は自動車税の種別割の減免を受けた者

は、減免の要件に該当しなくなつた場合その他減免

に係る申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速

やかに、その旨を所長に届け出なければならない。 

２ （略） ２ （略） 

第14条～第24条の２ （略） 

 

第14条～第24条の２ （略） 

（道路の延長及び面積に関する報告） 

第25条 削除 

 

 

 

第26条～第37条 （略） 

第25条 指定都市の長は、毎年、４月30日までに、自

動車税の環境性能割額の交付額の算定に用いる道路

の延長等に関する報告書を知事に提出しなければな

らない。 

第26条～第37条 （略） 

附 則 附 則 

１～６ （略） 

７ 附則第22項に規定する自動車税に係る第１条第１

項の規定の適用については、同項第２号中「（第２

条各号に掲げる県税を除く。）」とあるのは、「（附

則第22項各号に掲げる自動車税を除く。）」とする。 

８ （略） 

（条例附則第17条の規則で定める者等） 

９ 条例附則第17条に規定する規則で定める者は、次

項第３号又は附則第28項第３号に規定する対象施設

を取得し、かつ、運営する法人で、次に掲げる法人

のいずれかに該当するものとする。 

⑴・⑵ （略） 

10～21 （略） 

１～６ （略） 

７ 附則第23項に規定する自動車税に係る第１条第１

項の規定の適用については、同項第２号中「（第２

条各号に掲げる県税を除く。）」とあるのは、「（附

則第23項各号に掲げる自動車税を除く。）」とする。 

８ （略） 

（条例附則第17条の規則で定める者等） 

９ 条例附則第17条に規定する規則で定める者は、次

項第３号又は附則第29項第３号に規定する対象施設

を取得し、かつ、運営する法人で、次に掲げる法人

のいずれかに該当するものとする。 

⑴・⑵ （略） 

10～21 （略） 
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（削除） （自動車税の環境性能割の減免額の特例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 法附則第12条の２の13第１項から第３項までの規

定を適用して算出した自動車税の環境性能割を第２

条第21号イ又はウの規定により減免する場合の減免

額は、第２条の２第１項の規定にかかわらず、自動

車の取得価格のうち身体障害者等の利用に供するた

めの構造変更又は身体障害者若しくは戦傷病者が運

転するための構造変更に要した金額に税率を乗じて

得た額（100円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り上げた額）から、法附則第12条の２の13第

１項から第３項までの規定が適用されないものとし

て算出した税額に相当する額と税額との差額を控除

した額（当該額が０に満たないときは、０）とする。 

（自動車税の減免） （自動車税の減免） 

22 自動車税管理事務所長は、次に掲げる自動車税を

減免する。 

23 自動車税管理事務所長は、次に掲げる自動車税を

減免する。 

（削除） ⑴ 道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第

１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業

の用に供する自動車（同法第５条第１項第３号に

規定する路線定期運行の用に供する自動車に限

る。第３号において「一般乗合旅客自動車」とい

う。）で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律（平成18年法律第91号）第８条

第１項に規定する公共交通移動等円滑化基準（以

下この項において「公共交通移動等円滑化基準」

という。）に適合するものであつて、次のいずれ

にも該当するものに対する自動車税の環境性能

割（第２条第21号イ又はウの規定による減免を受

けようとする場合を除く。） 

 ア 乗降口から車椅子を固定することができる設

備までの通路に段がない自動車で、道路運送車

両法第58条に規定する自動車検査証においてノ

ンステップバスである旨が明らかにされている

もの（第３号において「ノンステップバス」と

いう。） 

 イ 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

の間に最初の道路運送車両法第７条第１項の規

定による新規登録（県内における登録に限る。

以下この項において「初回新規登録」という。）

を受けた自動車で、当該初回新規登録の申請を

した者が取得したもの 

（削除）  ⑵ 道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用

旅客自動車運送事業の用に供する自動車（第４号

において「一般乗用旅客自動車」という。）で、

公共交通移動等円滑化基準に適合するもの（令和

８年４月１日から令和13年３月31日までの間に初

回新規登録を受けた自動車で、当該初回新規登録

の申請をした者が取得したものに限る。）に対す

る自動車税の環境性能割（第２条第21号イ又はウ

の規定による減免を受けようとする場合を除く。） 
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⑴ 道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１

号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用

に供する自動車（同法第５条第１項第３号に規定

する路線定期運行の用に供する自動車に限る。）

で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（平成18年法律第91号）第８条第１項

に規定する公共交通移動等円滑化基準（次号にお

いて「公共交通移動等円滑化基準」という。）に

適合するものであつて、次のいずれにも該当する

ものに対する自動車税（最初の道路運送車両法第

７条第１項の規定による新規登録（県内における

登録に限る。以下この項において「初回新規登録」

という。）の日が属する年度（３月１日から同月

31日までの間に初回新規登録を受けた自動車にあ

つては、その翌年度）以後５年度間に課すべき自

動車税    に限る。） 

⑶ 一般乗合旅客自動車で、公共交通移動等円滑化

基準                     

                       

                       

                       

                       

                       

                     に

適合するものであつて、次のいずれにも該当する

ものに対する自動車税の種別割（初回新規登録  

                       

                       

     の日が属する年度（３月１日から同月

31日までの間に初回新規登録を受けた自動車にあ

つては、その翌年度）以後５年度間に課すべき自

動車税の種別割に限る。） 

ア 乗降口から車椅子を固定することができる設

備までの通路に段がない自動車で、道路運送車

両法第58条に規定する自動車検査証においてノ

ンステップバスである旨が明らかにされている

もの 

ア ノンステップバス              

                       

                       

                       

   

イ （略） イ （略） 

⑵ 道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用

旅客自動車運送事業の用に供する自動車で、公共

交通移動等円滑化基準に適合するもの（令和８年

４月１日から令和13年３月31日までの間に初回新

規登録を受けた自動車で、当該初回新規登録の申

請をした者が所有するものに限る。）に対する自

動車税    （初回新規登録の日が属する年度

（３月１日から同月31日までの間に初回新規登録

を受けた自動車にあつては、その翌年度）以後５

年度間に課すべき自動車税    に限る。） 

⑷ 一般乗用旅客自動車              

                  で、公共 

交通移動等円滑化基準に適合するもの（令和８年 

４月１日から令和13年３月31日までの間に初回新 

規登録を受けた自動車で、当該初回新規登録の申 

請をした者が所有するものに限る。）に対する自 

動車税の種別割（初回新規登録の日が属する年度 

（３月１日から同月31日までの間に初回新規登録 

を受けた自動車にあつては、その翌年度）以後５ 

年度間に課すべき自動車税の種別割に限る。） 

（自動車税の減免額） （自動車税の減免額） 

23 前項の規定により自動車税を減免する場合の減免

額は、税額の２分の１に相当する額        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

               とする。 

24 前項の規定により自動車税を減免する場合の減免

額は、税額の２分の１に相当する額（法附則第12条

の２の13第１項から第３項までの規定を適用して算

出した自動車税の環境性能割を減免する場合にあつ

ては、これらの規定が適用されないものとして算出

した税額の２分の１に相当する額（100円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り上げた額）から、

これらの規定が適用されないものとして算出した税

額に相当する額と税額との差額を控除した額（当該

額が０に満たないときは、０））とする。 

24～29 （略） 25～30 （略） 

附則第１号様式～附則第３号様式の２ （略） 附則第１号様式～附則第３号様式の２ （略） 

別表第１（第２条関係） 

   障害者減免に係る障害の級別及び程度 

１ （略） 

（削除） 

  

別表第１（第２条関係） 

   障害者減免に係る障害の級別及び程度 

１ （略） 

２ 戦傷病者          

障害の区分 恩給法（大正12年法律第48号）別
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２ 政令第７条第１号に掲げる者 

（表略） 

３ 政令第７条第２号に掲げる者 

（表略） 

４ 政令第７条第４号に掲げる者 

障害の区分 

恩給法（大正12年法律第48号）別

表第１号表の２及び第１号表の

３に規定する重度障害の程度及

び障害の程度 

視覚 特別項症から第４項症まで 

聴覚 特別項症から第４項症まで 

上肢 特別項症から第３項症まで 

下肢 特別項症から第６項症まで及び

第１款症から第３款症までの各

款症に相当する障害の程度 

体幹 特別項症から第６項症まで及び

第１款症から第３款症までの各

款症に相当する障害の程度 

その他 特別項症から第４項症まで 
 

表第１号表の２及び第１号表の

３に規定する重度障害の程度及

び障害の程度 

視覚 特別項症から第４項症まで 

聴覚 特別項症から第４項症まで 

上肢 特別項症から第３項症まで 

下肢 特別項症から第６項症まで及び

第１款症から第３款症までの各

款症に相当する障害の程度 

体幹 特別項症から第６項症まで及び

第１款症から第３款症までの各

款症に相当する障害の程度 

その他 特別項症から第４項症まで 

３ 政令第７条第１号に掲げる者 

（表略） 

４ 政令第７条第２号に掲げる者 

（表略） 

（新規） 

別表第２（第２条の２関係） 

１～20の２（略） （略） 

21 削除 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第２条の２関係） 

１～20の２（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 第２条第15号に

規定する自動車税

の環境性能割の減

免 

⑴ 取得した自動車

の構造が第２条第

21号アの規定に該

当するものである

場合は、税額の全

額 

⑵ 取得した自動車

の構造が第２条第

21号イの規定に該

当するものである

場合は、次のア又

はイのいずれか少

ない額 

ア 税額の全額 

イ 300万円に身体
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22 削除 削除 

 

 

 

23 削除 削除 

 

 

 

24 削除 削除 

 

 

 

25 削除 削除 

 

 

 

26 削除 削除 

 

 

 

27 削除 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者等の利用

に供するための

構造変更に要し

た金額を加算し

た額に税率を乗

じて得た額 

⑶ 取得した自動車 

の構造が第２条第 

21号ア又はイの規 

定のいずれにも該 

当しないものであ 

る場合は、次のア 

又はイのいずれか 

少ない額 

ア 税額の全額 

イ 300万円に税率

を乗じて得た額 

22 第２条第16号に

規定する自動車税

の環境性能割の減

免 

税額の全額 

23 第２条第17号に

規定する自動車税

の環境性能割の減

免 

税額の全額 

24 第２条第18号に

規定する自動車税

の環境性能割の減

免 

税額の全額 

25 第２条第19号に

規定する自動車税

の環境性能割の減

免 

税額の全額 

26 第２条第20号に

規定する自動車税

の環境性能割の減

免 

税額の全額 

27 第２条第21号に

規定する自動車税

の環境性能割の減

免 

⑴ 第２条第21号ア

に掲げる自動車に

対する自動車税の

環境性能割にあつ

ては、税額の全額 

⑵ 第２条第21号イ

又はウに掲げる自

動車に対する自動

車税の環境性能割

にあつては、当該 

自動車の取得価額

のうち身体障害者

等の利用に供する
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28 削除 削除 

 

 

 

29 削除 削除 

 

 

 

（削除） （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 所有する自動車の 

構造が第２条第22号

の規定に該当するも

のである場合は、税 

額の全額 

⑵ 所有する自動車の

構造が第２条第22号

の規定に該当しない

ものである場合は、 

次のア又はイの区分

に応じ、それぞれに 

定める額 

ア 法第158条第１項 

  の規定により 

普通徴収の方法に 

よつて徴収するこ 

ととされている自 

動車税    に 

あつては、次の(ア) 

又は(イ)のいずれ 

か少ない額（第13 

条の規定による申 

請書の提出期限後 

に減免の申請があ 

つた場合は、当該 

額に申請のあつた 

月の翌月から３月 

までの月数を乗じ 

て得た額を12（法 

第157条第１項  

の規定により月割

ための構造変更又

は身体障害者若し

くは戦傷病者が運

転するための構造

変更に要した金額

に税率を乗じて得

た額 

28 第２条第22号に

規定する自動車税

の環境性能割の減

免 

税額の全額 

29 第２条第23号に

規定する自動車税

の環境性能割の減

免 

税額の全額 

29の２ 第２条第23

号の２に規定する

自動車税の環境性

能割の減免 

税額の全額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 所有する自動車の

構造が第２条第31号

の規定に該当するも

のである場合は、税 

額の全額 

⑵ 所有する自動車の

構造が第２条第31号

の規定に該当しない

ものである場合は、 

次のア又。はイの区分

に応じ、それぞれに 

定める額 

ア 法第177条の11第 

１項の規定により 

普通徴収の方法に 

よつて徴収するこ 

ととされている自 

動車税の種別割に 

あつては、次の(ア) 

又は(イ)のいずれ 

か少ない額（第13 

条の規定による申 

請書の提出期限後 

に減免の申請があ 

つた場合は、当該 

額に申請のあつた 

月の翌月から３月 

までの月数を乗じ 

て得た額を12（法 

第177条の10第１項 

の規定により月割 
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30 第２条第15号に

規定する自動車税 

    の減免 

をもつて課税する

ときは、納税義務 

が発生した月の翌

月から３月までの

月数）で除して得 

た額。ただし、同 

条第２項の規定に

より月割をもつて

課税するときは、 

当該額に申請のあ

つた月の翌月から

納税義務が消滅し

た月までの月数を

乗じて得た額を４

月（同条第１項の 

規定により月割を

もつて課税すると

きは、納税義務が 

発生した月の翌月 

）から当該消滅し 

た月までの月数で

除して得た額） 

(ア) （略） 

(イ) 45,400円（ 

法 第 1 5 7条 第 

１項  の規定

により月割をも

つて課税する場

合は、45,400円 

に納税義務が発

生した月の翌月

から３月までの

月数を乗じて得

た額を12で除し

て得た額。ただ

し、同条第２項 

の規定により月

割をもつて課税

する場合は、 

45,400円に４月

（同条第１項の

規定により月割

をもつて課税す

るときは、納税 

義務が発生した

月の翌月）から 

納税義務が消滅

した月までの月

数を乗じて得た

額を12で除して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 第２条第24号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

をもつて課税する 

ときは、納税義務 

が発生した月の翌 

月から３月までの 

月数）で除して得 

た額。ただし、同 

条第２項の規定に 

より月割をもつて 

課税するときは、 

当該額に申請のあ

つた月の翌月から

納税義務が消滅し

た月までの月数を

乗じて得た額を４

月（同条第１項の 

規定により月割を

もつて課税すると

きは、納税義務が 

発生した月の翌月 

）から当該消滅し 

た月までの月数で

除して得た額） 

(ア) （略） 

(イ) 45,400円（ 

法 第 1 7 7条 の 

10第１項の規定 

により月割をも 

つて課税する場 

合は、45,400円 

に納税義務が発 

生した月の翌月 

から３月までの 

月数を乗じて得 

た額を12で除し 

て得た額。ただ 

し、同条第２項 

の規定により月 

割をもつて課税 

する場合は、 

45,400円に４月 

（同条第１項の 

規定により月割 

をもつて課税す 

るときは、納税 

義務が発生した 

月の翌月）から 

納税義務が消滅 

した月までの月 

数を乗じて得た 

額を12で除して 



 

新 旧 

得た額） 

イ 法第 158条第３ 

項  の規定によ

り証紙徴収の方法

によつて徴収する

こととされている

自動車税    

及び条例第59条第

２項の規定により

知事から得た納付

情報により納付す

る方法によつて徴

収することとされ

ている自動車税  

   にあつては、

次の(ア)又は(イ)

のいずれか少ない

額（第13条の規定 

による申請書の提

出期限後に減免の

申請があつた場合

は、当該額に申請 

のあつた月の翌月

から３月までの月

数を乗じて得た額

を納税義務が発生

した月の翌月から

３月までの月数で

除して得た額。た 

だし、法第 157条 

第２項  の規定

により月割をもつ

て課税するときは、

当該額に申請のあ

つた月の翌月から

納税義務が消滅し

た月までの月数を

乗じて得た額を納

税義務が発生した

月の翌月からその

消滅した月までの

月数で除して得た

額） 

（ア) （略） 

(イ) 45,400円に 

納税義務が発生

した月の翌月か

ら３月（法第15 

7条第２項 の 

規定により月割

得た額） 

イ 法第177条の11 

第３項の規定によ

り証紙徴収の方法

によつて徴収する

こととされている

自動車税の種別割

及び条例第59条第

２項の規定により

知事から得た納付

情報により納付す

る方法によつて徴

収することとされ

ている自動車税の 

種別割にあつては、

次の(ア)又は(イ) 

のいずれか少ない

額（第13条の規定 

による申請書の提

出期限後に減免の

申請があつた場合

は、当該額に申請 

のあつた月の翌月

から３月までの月 

数を乗じて得た額 

を納税義務が発生 

した月の翌月から 

３月までの月数で 

除して得た額。た 

だし、法第 177条 

の10第２項の規定 

により月割をもつ 

て課税するときは、

当該額に申請のあ 

つた月の翌月から

納税義務が消滅し

た月までの月数を

乗じて得た額を納

税義務が発生した

月の翌月からその

消滅した月までの

月数で除して得た

額） 

(ア) （略） 

(イ) 45,400円に 

納税義務が発生 

した月の翌月か 

ら３月(法第177 

条の10第２項の 

規定により月割 
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をもつて課税す

る場合は、納税 

義務が消滅した

月）までの月数 

を乗じて得た額

を12で除して得

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 法第158条第１項  

 の規定により普通

徴収の方法によつて

徴収することとされ

ている自動車税   

  にあつては、次 

のア又はイのいずれ

か少ない額（第13条 

の規定による申請書

の提出期限後に減免 

の申請があつた場合 

は、当該額に申請の 

あつた月の翌月から 

３月までの月数を乗 

じて得た額を12（法 

第157条第１項  の 

規定により月割をも 

つて課税するときは、 

納税義務が発生した 

月の翌月から３月ま 

での月数）で除して 

得た額。ただし、同 

条第２項の規定によ 

り月割をもつて課税 

するときは、当該額 

に申請のあつた月の 

翌月から納税義務が 

消滅した月までの月 

数を乗じて得た額を 

４月（同条第１項の 

規定により月割をも 

つて課税するときは、 

納税義務が発生した 

月の翌月）から当該 

消滅した月までの月 

数で除して得た額） 

ア （略） 

イ 22,700円（法第 

157条第１項  の 

規定により月割を 

もつて課税する場 

合は、22,700円に 

納税義務が発生し 

をもつて課税す 

る場合は、納税 

義務が消滅した 

月）までの月数 

を乗じて得た額 

を12で除して得 

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 法第177条の11第１ 

項の規定により普通

徴収の方法によつて

徴収することとされ

ている自動車税の種

別割にあつては、次 

のア又はイのいずれ

か少ない額（第13条 

の規定による申請書

の提出期限後に減免

の申請があつた場合

は、当該額に申請の 

あつた月の翌月から

３月までの月数を乗

じて得た額を12（法 

第177条の10第１項の

規定により月割をも

つて課税するときは、

納税義務が発生した

月の翌月から３月ま

での月数）で除して 

得た額。ただし、同 

条第２項の規定によ

り月割をもつて課税

するときは、当該額 

に申請のあつた月の

翌月から納税義務が

消滅した月までの月

数を乗じて得た額を

４月（同条第１項の 

規定により月割をも

つて課税するときは、

納税義務が発生した

月の翌月）から当該 

消滅した月までの月

数で除して得た額） 

ア （略） 

イ 22,700円（法第

177条の10第１項の

規定により月割を

もつて課税する場

合は、22,700円に 

納税義務が発生し 
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31 第２条第16号に

規定する自動車税 

    の減免 

た月の翌月から３ 

月までの月数を乗 

じて得た額を12で 

除して得た額。 

ただし、同条第２ 

項の規定により月 

割をもつて課税す 

る場合は、22,700 

円に４月（同条第 

１項の規定により 

月割をもつて課税 

するときは、納税 

義務が発生した月 

の翌月）から納税 

義務が消滅した月 

までの月数を乗じ 

て得た額を12で除 

して得た額） 

⑵ 法第158条第３項 

  の規定により証 

紙徴収の方法によつ 

て徴収することとさ 

れている自動車税  

   及び条例第59 

条第２項の規定によ 

り知事から得た納付 

情報により納付する 

方法によつて徴収す 

ることとされている 

自動車税    に 

あつては、次のア又 

はイのいずれか少な 

い額（第13条の規定 

による申請書の提出 

期限後に減免の申請 

があつた場合は、当 

該額に申請のあつた 

月の翌月から３月ま 

での月数を乗じて得 

た額を納税義務が発 

生した月の翌月から 

３月までの月数で除 

して得た額。ただし、 

法第157条第２項   

の規定により月割を 

もつて課税するとき 

は、当該額に申請の 

あつた月の翌月から 

納税義務が消滅した 

月までの月数を乗じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 第２条第25号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

た月の翌月から３ 

月までの月数を乗 

じて得た額を12で 

除して得た額。 

ただし、同条第２ 

項の規定により月 

割をもつて課税す 

る場合は、22,700 

円に４月（同条第 

１項の規定により 

月割をもつて課税 

するときは、納税 

義務が発生した月 

の翌月）から納税 

義務が消滅した月 

までの月数を乗じ 

て得た額を12で除 

して得た額） 

⑵ 法第177条の11第 

３項の規定により証 

紙徴収の方法によつ 

て徴収することとさ 

れている自動車税の 

種別割及び条例第59 

条第２項の規定によ 

り知事から得た納付 

情報により納付する 

方法によつて徴収す 

ることとされている 

自動車税の種別割に 

あつては、次のア又 

はイのいずれか少な 

い額（第13条の規定 

による申請書の提出 

期限後に減免の申請 

があつた場合は、当 

該額に申請のあつた 

月の翌月から３月ま 

での月数を乗じて得 

た額を納税義務が発 

生した月の翌月から 

３月までの月数で除 

して得た額。ただし、

法第177条の10第２項 

の規定により月割を 

もつて課税するとき 

は、当該額に申請の 

あつた月の翌月から 

納税義務が消滅した 

月までの月数を乗じ 
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て得た額を納税義務 

が発生した月の翌月 

からその消滅した月 

までの月数で除して 

得た額） 

ア （略） 

イ 22,700円に納税 

義務が発生した月 

の翌月から３月（ 

法第157条第２項  

 の規定により月 

割をもつて課税す 

る場合は、納税義 

務が消滅した月） 

までの月数を乗じ 

て得た額を12で除 

して得た額 

32 第２条第17号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

33 第２条第18号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

34 第２条第19号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

35 第２条第20号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

36 第２条第21号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

37 第２条第22号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

38 第２条第23号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

39 第２条第24号に

規定する自動車税 

    の減免 

税額に運行不能の期

間の月数（暦に従つて 

計算し、運行不能の期 

間が15日以上で１月に

満たない場合は１月と

し、15日以上の端数が 

生じた場合は、その端 

数を１月とする。）を 

乗じて得た額を12（法 

第157条第１項  の規 

定により月割をもつて

課税する場合は、納税 

て得た額を納税義務 

が発生した月の翌月 

からその消滅した月 

までの月数で除して 

得た額） 

ア （略） 

イ 22,700円に納税 

義務が発生した月 

の翌月から３月（ 

法第177条の10第２ 

項の規定により月 

割をもつて課税す 

る場合は、納税義 

務が消滅した月） 

までの月数を乗じ

て得た額を12で除

して得た額 

32 第２条第26号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

33 第２条第27号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

34 第２条第28号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

35 第２条第29号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

36 第２条第30号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

37 第２条第31号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

38 第２条第32号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

39 第２条第33号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

税額に運行不能の期 

間の月数（暦に従つて 

計算し、運行不能の期 

間が15日以上で１月に

満たない場合は１月と

し、15日以上の端数が 

生じた場合は、その端 

数を１月とする。）を 

乗じて得た額を12（法 

第177条の10第１項の規

定により月割をもつて

課税する場合は、納税 
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義務が発生した月の翌

月から３月までの月数 

）で除して得た額 

40 第２条第25号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

41 第２条第26号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

42 第２条第27号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

43 第２条第28号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

44 第２条第29号に

規定する自動車税 

    の減免 

年税額の12分の３に

相当する額（法第157条

第２項  の規定によ

り月割をもつて課税す

る場合で、４月１日か 

ら５月31日までの間に

納税義務が消滅したと

きは、当該月割による 

税額に相当する額） 

45 第２条第30号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

46 第２条第31号に

規定する自動車税 

    の減免 

（略） 

別表第３ （略） 

別表第４（第37条関係） 

１～３の２ （略） （略）  

 

 

 

 

４ 第７条の納 

付書又は納入 

書 

 

 

 

（略）  

削除  

（略）  

納付書（自動車

税   督促状

等（ＯＣＲバー

コード付）用） 

第９号様式の４ 

（略）  

４の２ （略） （略）  

 

 

 

５ 法等の規定 

（略）  

督促状（自動車 

税   一般用 

） 

第16号様式 

義務が発生した月の翌

月から３月までの月数 

）で除して得た額 

40 第２条第34号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

41 第２条第35号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

42 第２条第36号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

43 第２条第37号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

44 第２条第38号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

年税額の12分の３に

相当する額（法第177条 

の10第２項の規定によ

り月割をもつて課税す

る場合で、４月１日か 

ら５月31日までの間に

納税義務が消滅したと

きは、当該月割による 

税額に相当する額） 

45 第２条第39号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

46 第２条第40号に

規定する自動車税

の種別割の減免 

（略） 

別表第３ （略） 

別表第４（第37条関係） 

１～３の２ （略） （略）  

４ 第７条の納 

付書又は納入 

書 

（略）  

納付書（自動車

税環境性能割の

更正・決定用） 

第８号様式 

（略）  

納付書（自動車

税種別割督促状

等（ＯＣＲバー

コード付）用） 

第９号様式の４ 

（略）  

４の２ （略） （略）  

 

 

 

５ 法等の規定 

（略）  

督促状（自動車

税種別割一般用 

） 

第16号様式 
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による督促状 

 

 

督促状（自動車

税   随時用 

） 

第16号様式の２ 

６～34 （略） （略）  

35 第11条の証 

明書 

自動車税納税証

明書   （所

内用） 

第49号様式 

自動車税納税証

明書   （納

税通知書用） 

第50号様式 

自動車税納税証

明書   （催

告用） 

第50号様式の２ 

自動車税納税証

明書   （所

内（ＯＣＲバー

コード付）用） 

第50号様式の３ 

（略）  

35の２ （略） （略）  

36 政令第７条

の４の６第１

項、第20条第 

１項、第35条 

の７の４第１

項、第37条の 

15の２第１項、

第39条の10の

２第１項、第 

40条第１項、 

第43条の12の

２第１項、第 

44条の２第１

項、第45条第 

１項、第52条 

の13の４第１

項、第52条の 

16第１項及び

第55条第１項

の書面 

 

 

 

 

（略） 

 

36の２～100 

（略） 
（略）  

101 削除 削除  

による督促状 督促状（自動車

税種別割随時用 

） 

第16号様式の２ 

６～34 （略） （略）  

35 第11条の証 

明書 

自動車税納税証

明書種別割（所

内用） 

第49号様式 

自動車税納税証

明書種別割（納

税通知書用） 

第50号様式 

自動車税納税証

明書種別割（催

告用） 

第50号様式の２ 

自動車税納税証

明書種別割（所

内（ＯＣＲバー

コード付）用） 

第50号様式の３ 

（略）  

35の２ （略） （略）  

36 政令第７条

の４の６第１

項、第20条第 

１項、第35条 

の７の４第１

項、第37条の 

15の２第１項、

第39条の10の

２第１項、第 

40条第１項、 

第43条の12の

２第１項、第 

44条の４第１

項、第45条第 

１項、第52条 

の13の４第１

項、第52条の 

16第１項及び

第55条第１項

の書面 

 

 

 

 

（略） 

 

36の２～100 

（略） 
（略）  

101 第25条の報 

告書 

自動車税環境性

能割額の交付額

の算定に用いる

道路の延長等に

関する報告書 

第126号様式 
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102 削除 削除  

103 削除 削除  

104 削除 削除  

105 削除 削除  

106 削除 削除  

107 法第158条 

第２項  の 

納税通知書 

納税通知書（自

動車税   一

般用） 

第132号様式 

納税通知書（自

動車税   口

座振替用） 

第132号様式の

２ 

納税通知書（自

動車税   随

時課税等用） 

第132号様式の

３ 

納税通知書（自

動車税   一

括納税用） 

第132号様式の

４ 

108～111 （略） （略）  

112 条例第59条 

第１項の納税 

済印 

納税済印（自動

車税   用） 
第137号様式 

113 （略） （略）  

113の２ 条例第 

60条の２の規 

定による請求 

自動車税の賦課

徴収に関する事

項の照会書   

  

第141号様式 

102 法第161条

第２項の修正

申告書 

自動車税環境性

能割修正申告書 
第127号様式 

103 法第164条 

第２項の規定 

による申告 

自動車税環境性

能割徴収猶予申

告書 

第128号様式 

104 法第164条 

第５項におい 

て準用する法 

第15条の３第 

３項の規定に 

よる通知 

自動車税環境性

能割徴収猶予取

消通知書 

第129号様式 

105 法第164条 

第６項及び第 

165条第２項の 

規定による申 

請 

自動車税環境性

能割還付（納付

義務免除）申請

書 

第130号様式 

106 法第168条 

第４項、第171 

条第７項及び 

第172条第５項 

の規定による 

通知 

自動車税環境性

能割更正（決定）

通知書 

 第131号様式 

107 法第177条 

の11第２項の 

納税通知書 

納税通知書（自

動車税種別割一

般用） 

第132号様式 

納税通知書（自

動車税種別割口

座振替用） 

第132号様式の

２ 

納税通知書（自

動車税種別割随

時課税等用） 

第132号様式の

３ 

納税通知書（自

動車税種別割一

括納税用） 

第132号様式の

４ 

108～111 （略） （略）  

112 条例第59条 

第１項の納税 

済印 

納税済印（自動

車税種別割用） 
第137号様式 

113 （略） （略）  

113の２ 条例第 

60条の２の規 

定による請求 

自動車税種別割

の賦課徴収に関

する事項の照会

書 

第141号様式 
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113の３ 条例第 

60条の２の報 

告書 

自動車税の賦課

徴収に関する事

項の報告書   

  

第141号様式の

２ 

114～126 （略） （略）  
 

113の３ 条例第 

60条の２の報 

告書 

自動車税種別割

の賦課徴収に関

する事項の報告

書 

第141号様式の

２ 

114～126 （略） （略）  
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